
令和５年５月３１日

奈良県 県土マネジメント部

令和５年度
総合評価落札方式の改定について



１．土木一式工事について

（１）育成型①及び育成型②における技術提案数の変更について

（２）標準型①における建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）評価の追加について

２．舗装工事について

（１）特別簡易型の導入について

（２）総合評価落札方式における適用価格の見直しについて

３．その他の工種について

（１）総合評価落札方式における適用価格の見直しについて

令和５年度 総合評価落札方式の改定内容

※この改定内容は令和５年６月１日以降の公告から適用する



令和５年度 総合評価落札方式の改定について

１．土木一式工事について
（１）育成型①及び育成型②における技術提案数の変更について

＜現行の型式（土木一式工事）＞

【改定内容】

・育成型①及び育成型②における技術提案数を「１項目２提案」から「１項目１提案」へ変更
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＜改定後の型式（土木一式工事）＞

設計金額 型式 技術提案

５千万円未満
３千万円以上

育成型①
１項目×２提案

６点満点

３千万円未満
５百万円以上

育成型②
（一部で施行）

１項目×２提案
４点満点

設計金額 型式 技術提案

５千万円未満
３千万円以上

育成型①
１項目×１提案

３点満点

３千万円未満
５百万円以上

育成型②
（一部で施行）

１項目×１提案
２点満点



令和５年度 総合評価落札方式の改定について

○落札者決定基準について（育成型①及び育成型②）

１．（１）続き
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配点

合計

災害協定の締結 1

本店の
所在地

2

技術者の同種
工事実績

2

2

10.5

ISO認証取得 0.5

3
点

評価項目①
(提案数：１)

3

7.5
点

工事成績
評定点

3

評価項目

３～５千万円

育成型①

１提案削減

配点

合計 9

災害協定の締結 1

技術者の同種
工事実績

2
7
点

企業の
同種工事実績

2

本店の
所在地

2

2

2

2
点

評価項目①
(提案数：1)

評価項目

５百～３千万円

育成型②（試行）

１提案削減

改定後の型式 改定後の型式現行の型式 現行の型式

配点

育成型①

３～５千万円

評価項目

評価項目①
(提案数：2)

６
点

2

本店の
所在地

2

災害協定の締結 1

合計 13.5

3

3

7.5
点

工事成績
評定点

2

ISO認証取得 0.5

技術者の同種
工事実績

配点

育成型②（試行）

５百～３千万円

評価項目

4
点

評価項目①
(提案数：2)

2

災害協定の締結 1

合計 11

2

2

7
点

企業の
同種工事実績

2

技術者の同種
工事実績

2

本店の
所在地

１提案へ変更 １提案へ変更



令和５年度 総合評価落札方式の改定について

配点

合計 10.5

災害協定の締結 1

本店の
所在地

2

若手・女性の
配置

27.5
点

工事成績
評定点

2

ISO認証取得 0.5

3
点

評価項目①
(提案数：１)

3

3

評価項目

３～５千万円

育成型①
（若手・女性チャレンジ

評価型）

１提案削減

○落札者決定基準について（育成型①：各種チャレンジ型）

１．（１）続き
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配点

合計 12.5

受注工事量 2

災害協定の締結 1

本店の
所在地

2

デジタル
技術の活用

2

9.5
点

工事成績
評定点

2

ISO認証取得 0.5

3
点

評価項目①
(提案数：１)

3

3

評価項目

３～５千万円

育成型①
（デジタル技術活用型）

１提案削減

配点

12.5合計

受注工事量 2

従業員の雇用人数 1

建設機械の保有台数 1

災害協定の締結 1

本店の
所在地

2

9.5
点

工事成績
評定点

2

ISO認証取得 0.5

3
点

評価項目①
(提案数：１)

3

3

評価項目

３～５千万円

育成型①
（地域防災力強化型）

１提案削減

配点

合計 10.5

災害協定の締結 1

本店の
所在地

2

技術者の同種
工事実績

27.5
点

工事成績
評定点

2

ISO認証取得 0.5

3
点

評価項目①
(提案数：１)

3

3

評価項目

３～５千万円

育成型①
（施工者希望Ⅰ型）

１提案削減

※育成型①（企業チャレンジ評価型）は従来どおり、１項目１提案で継続

１提案へ変更 １提案へ変更 １提案へ変更 １提案へ変更



令和５年度 総合評価落札方式の改定について

配点

標準型①

９億～２２．８億円

48
点

評価項目①
(提案数：１)

6

評価項目

表彰 1.5

・
・
・

・
・
・

評価項目⑧
(提案数：１)

6

CCUSの
活用

1

合計 55

技術者の同種
工事実績

2

7
点

工事成績
評定点

2.5

現行の型式

配点

標準型①

９億～２２．８億円

48
点

評価項目①
(提案数：１)

6

・
・
・

評価項目

1.5

・
・
・

評価項目⑧
(提案数：１)

6

合計 54

技術者の同種
工事実績

2

6
点

工事成績
評定点

2.5

表彰

１．土木一式工事について
（２）標準型①における建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）評価の追加について

【改定内容】

・土木一式工事のＷＴＯ案件を除く標準型①に、「ＣＣＵＳの活用」の評価を追加
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以下の①及び②の両方を満たす場合に１点加点する

（どちらか一方だけ満たしていても加点しない）

①技術提案書（事後）の提出時点において、ＪＶの構成

員の全てが建設キャリアアップシステムに事業者登録

をしていること

②工事の施工時において、工事現場にカードリーダーを

設置すること（カードリーダーの設置状況について監

督職員による確認を受ける必要あり）

改定後の型式



令和５年度 総合評価落札方式の改定について

※国土交通省ＨＰより

１．（２）続き
＜参考＞建設キャリアアップシステム（CCUS）について

-5-



令和５年度 総合評価落札方式の改定について

【注意】

４．建設キャリアアップシステムの事業者登録、技能者登録、カードリーダーの設置及び利用
　　等にかかる費用は、受注者の負担とします。

【様式１７】

【標準型① 一般土木等】

工事名・工事番号：

会社名：

建設キャリアアップシステムの事業
者登録及び現場へのカードリーダー
の設置

　有　　・　　無　　（いずれかを記入してください。）

建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）の活用

１．技術提案書等提出書（事後）の提出時点において、共同企業体の構成員の全てが建設
　　キャリアアップシステムの事業者登録をしていることが確認できる資料　（「事業者登録
　　完了のお知らせ（はがき）」の写し、「事業者登録完了メール（管理者ＩＤ、初期パスワード、
　　セキュリティコードを黒塗りしたもの）」の写し、「建設キャリアアップシステムの事業者情報
　　登録画面」の写しのいずれか）を添付してください。

２．「建設キャリアアップシステム（CCUS)の活用」において加点され落札した場合は、
　　カードリーダーの設置状況について監督職員の確認を受けなければならない。

３．「建設キャリアアップシステム（CCUS)の活用」において加点され落札した後、受注者の
　　責により、「建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用」が履行されない場合は、竣工
　　時の工事成績評定における評定点計を１０点減点します。

１．（２）続き

〇様式１７（建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用）

技術提案書等提出書（事後）の提出時に

ＪＶの構成員の全てが

事業者登録をしていることが確認できる資料

・事業者登録完了のお知らせ（はがき）の写し

・事業者登録完了メールの写し

・ＣＣＵＳの事業者情報登録画面の写し

のいずれかを添付すること

「ＣＣＵＳの活用」で加点され落札した後、

「ＣＣＵＳの活用」が履行されない場合は

竣工時の工事成績評定における評定点計を

１０点減点する

-6-

「ＣＣＵＳの活用」にかかる費用は
受注者の負担とする



令和５年度 総合評価落札方式の改定について

改定後の型式

配点

１～２千万円

特別簡易型

評価項目

工事成績
評定点

2

災害協定の締結 1

8.5
点 本店の

所在地
2

8.5

受注工事量 2

技術者の
工事成績評定点 1

ISO認証取得 0.5

合計

技術提案不要

現行の型式

配点

育成型①

１～２千万円

評価項目

3

６
点

評価項目①
(提案数：２)

3

ISO認証取得 0.5

災害協定の締結

9.5
点

工事成績
評定点

2

1

技術者の同種
工事実績

2

本店の
所在地

2

受注工事量 2

合計 15.5

２．舗装工事について
（１）特別簡易型の導入について

【改定内容】

・舗装工事の育成型①（１千万以上２千万円未満）を廃止し、特別簡易型を新たに導入

-７-

過去５年間に元請（ＪＶの構成員含む）の主任技術者

・監理技術者・現場代理人（舗装工事の施工時に資格

取得者※）として完成・引渡が完了した、奈良県発注

の舗装工事の工事成績評定点の最高点を評価

算定式（最大１点）

（工事成績評定点の最高点 ー 65）× 0.04

※資格取得者とは、舗装工事の主任技術者又は監理技術者
になりうる国家資格（技術検定、技術士試験に限る。）
を有していた者



令和５年度 総合評価落札方式の改定について

工事名・工事番号：

会社名：

【様式１２－５】

【特別簡易型 舗装】

配置予定技術者の工事成績評定点

配置予定技術者の
氏名・年齢

氏名
（必ず記入してください。）

○○歳
（専任補助者を配置する場合は

必ず記入してください。）

　専任補助制度活用※ 　有　　・　　無　　（いずれかを記入してください。）

　専任補助者の氏名 （専任補助者を配置する場合は必ず記入してください。共同企業体の場合は、所属名を記入してください。）

対象工事の有無 　有　　・　　無　　（いずれかを記入してください。）

　評価の対象となるのは、過去５年間（平成３０年４月１日～令和５年３月３１日まで）に元請（共同企業体の構
成員として請負った工事を含む。）の主任（監理）技術者・現場代理人（舗装工事の施工時に資格取得者）とし
て完成・引渡が完了した、奈良県県土マネジメント部発注の舗装工事です。
　ただし、自然災害に起因して災害協定に基づき随意契約した工事及び自然災害に起因して随意契約した工
事を除きます。

過去５年間の
工事成績評定点の最高点

対
象
工
事

工事名・工事番号

工　期（最終） 　　　　　　年　　月　　日　～　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　年　　月　　日　～　　　　　　年　　月　　日

　主任技術者・監理技術者・現場代理人（同種工事の施工時に資格取得者）
　（いずれかを記入してください。）

従事期間

従事役職

２．（１）続き

〇様式１２－５（配置予定技術者の工事成績評定点）

-８-

「配置予定技術者の工事成績評定点」
で加点され落札した後、工事期間中に
やむを得ず配置技術者（又は専任補助
者）を途中交代する場合は、同等以上
（過去５年間の工事成績評定点の最高
点が同点以上）の評価がなされる者を
配置しなければ、竣工時の工事成績評
定における評定点計を１０点減点する

配置予定技術者及び専任補助者は
入札書に添付する
配置予定技術者等申告書及び
競争入札参加資格の確認において
提出する配置予定技術者
（専任補助者にあっては現場代理人）
と同一であること

工事成績評定点通知書の写し及び
配置予定技術者の配置が確認できる
資料（コリンズ竣工登録の全て等）
を添付すること
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２．舗装工事について
（２）総合評価落札方式における適用価格の見直しについて

＜現行の型式（舗装工事）＞

【改定内容】

・簡易型②の適用価格を「２千万以上５千万円未満」から「２千万以上１億円未満」に変更

・簡易型①の適用価格を「５千万円以上」から「１億円以上」に変更

-９-

＜改定後の型式（舗装工事）＞

設計金額

５千万円以上

５千万円未満
２千万円以上

２千万円未満
１千万円以上

型式

簡易型①

簡易型②

育成型①

設計金額

１億円以上

１億円未満
２千万円以上

２千万円未満
１千万円以上

特別簡易型

簡易型①

型式

簡易型②

※防災減災国土強靭化対策型の適用価格についても、「２千万円以上１億円未満」に変更
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設計金額 型式

２２．８億円以上 標準型①（WTO)

２２．８億円未満
９億円以上

標準型①

９億円未満
３億円以上

標準型②

３億円未満
１億円以上

簡易型①

１億円未満
５千万円以上

簡易型②

５千万円未満
２千万円以上

簡易型②
（一部で試行）

設計金額 型式

２２．８億円以上 標準型①（WTO)

２２．８億円未満
７億円以上

標準型①

７億円未満
３億円以上

標準型②

３億円未満
１億円以上

簡易型①

１億円未満
５千万円以上

簡易型②

５千万円未満
２千万円以上

簡易型②
（一部で試行）

３．その他の工種について
（１）総合評価落札方式における適用価格の見直しについて①

＜現行の型式（設備工事）＞

【改定内容】

・設備工事の標準型②の適用価格を「３億以上７億円未満」から「３億以上９億円未満」に変更

・設備工事のWTO案件を除く標準型①の適用価格を「７億円以上２２．８億円未満」から「９億円以上

２２．８億円未満」に変更

-1０-

＜改定後の型式（設備工事）＞
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【改定内容】

・区画線・道路標示・標識等工事、橋梁塗装工事、さく井工事の総合評価落札方式の適用価格を

「１千万円以上」から「２千万円以上」に変更

-1１-

＜現行の適用価格＞
（区画線・道路標示・標識等、

橋梁塗装、さく井）

＜改定後の適用価格＞
（区画線・道路標示・標識等、

橋梁塗装、さく井）

＜（参考）その他の適用価格＞

工種 適用価格

区画線・道路標示・
標識等

１千万円以上

橋梁塗装 １千万円以上

さく井 １千万円以上

工種 適用価格

区画線・道路標示・
標識等

２千万円以上

橋梁塗装 ２千万円以上

さく井 ２千万円以上

工種 適用価格

土木一式
３千万円以上
（５百万以上
一部で試行）

建築一式
３千万円以上

（１千万円以上
一部で試行）

舗装 １千万円以上

橋梁上部工
（ＰＣ橋、鋼橋）

２千万円以上

水門 ２千万円以上

設備
５千万円以上

（２千万円以上
一部で試行）

解体 ５千万円以上

３．その他の工種について
（１）総合評価落札方式における適用価格の見直しについて②

※防災減災国土強靭化対策型の適用価格についても、
「 ２千万円以上１億円未満」に変更
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完

ご不明な点がございましたら、

下記の連絡先までお問い合せください。

奈良県県土マネジメント部
技術管理課品質管理グループ

TEL：０７４２－２７－７６０８
FAX：０７４２－２４－２３１０


